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条例制定
（
仮
称
）
秩
父
市
家
庭
的
保
育

事
業
等
の
設
備
運
営
に
関
す
る

基
準
を
定
め
る
条
例
（
案
）

条
例
制
定
の
趣
旨

　

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
の
施

行
に
伴
い
、
児
童
福
祉
法
に
位
置
付
け

ら
れ
た
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
保
育
事

業
は
市
が
認
可
す
る
こ
と
で
実
施
可
能

に
な
り
ま
す
。
当
市
で
も
家
庭
的
保
育

事
業
等
が
、
安
心
し
て
利
用
で
き
る
よ

う
な
設
備
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め

る
こ
と
に
よ
り
、
多
様
な
施
設
や
事
業

の
中
か
ら
利
用
者
が
選
択
で
き
る
よ
う

に
、
国
の
定
め
る
基
準
を
踏
ま
え
て
、

市
の
認
可
基
準
を
定
め
る
条
例
を
制
定

す
る
も
の
で
す
。

ポ
イ
ン
ト

　

新
制
度
で
は
、
新
た
に
市
が
定
め
る

認
可
基
準
に
適
合
す
れ
ば
、
地
域
型
保

育
事
業
と
し
て
認
可
し
、「
地
域
型
保

育
給
付
」
の
対

象
施
設
と
な
る

こ
と
が
で
き
ま

す
。
条
例
で
定

め
る
認
可
基
準

に
つ
い
て
は
、

国
の
基
準
（
従

う
べ
き
基
準
／

参
酌
す
べ
き
基
準
）
を
踏
ま
え
て
制
定

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。基
本
的
に
は
、

国
の
基
準
ど
お
り
に
定
め
る
こ
と
と
し

ま
す
が
、
市
独
自
の
基
準
と
し
て
次
の

基
準
を
定
め
ま
す
。

①
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
の
一
般
原
則

　

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
秩
父
市

暴
力
団
排
除
条
例
の
基
本
理
念
を
踏
ま

え
つ
つ
、
第
２
条
に
規
定
す
る
暴
力
団

お
よ
び
暴
力
団
員
で
は
な
い
こ
と
。

②�

小
規
模
保
育
事
業
（
Ａ
型
・
Ｂ
型
）

の
保
育
室
ま
た
は
遊
戯
室
の
面
積

　

満
２
歳
児
１
人
に
つ
き
３
．
３
㎡
以

上
で
あ
る
こ
と
、
満
３
歳
以
上
児
１
人

に
つ
き
１
．９
８
㎡
以
上
で
あ
る
こ
と
。

③�

事
業
所
内
保
育
事
業
（
定
員
19
人
以

下
）の
保
育
室
ま
た
は
遊
戯
室
の
面
積

　

満
２
歳
児
１
人
に
つ
き
３
．
３
㎡
以

上
で
あ
る
こ
と
、
満
３
歳
以
上
児
１
人

に
つ
き
１
．９
８
㎡
以
上
で
あ
る
こ
と
。

④�

事
業
所
内
保
育
事
業
（
定
員
20
人
以

上
）
の
乳
児
室
の
面
積

　

乳
児
ま
た
は
満
２
歳
に
満
た
な
い
幼
児

１
人
に
つ
き
３
．３
㎡
以
上
で
あ
る
こ
と
。
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条例制定
（
仮
称
）
秩
父
市
特
定
教
育
・

保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型

保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る

基
準
を
定
め
る
条
例
（
案
）

条
例
制
定
の
趣
旨

　

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
の
施

行
に
伴
い
、
秩
父
市
の
特
定
教
育
・
保

育
施
設
お
よ
び
特
定

地
域
型
保
育
事
業
の

運
営
に
関
す
る
基
準

を
定
め
る
も
の
で

す
。
こ
の
条
例
で
定

め
る
基
準
は
、
良
質

か
つ
適
切
な
内
容
お

よ
び
水
準
の
教
育
・

保
育
ま
た
は
地
域
型

保
育
の
提
供
を
行
う

こ
と
に
よ
り
、
全
て

の
子
ど
も
が
健
や
か
に
成
長
す
る
た
め

に
適
切
な
環
境
が
等
し
く
確
保
さ
れ
る

こ
と
を
目
指
す
も
の
で
す
。

ポ
イ
ン
ト

　

新
制
度
で
は
、
秩
父
市
の
確
認
を
受

け
た
特
定
教
育
・
保
育
施
設
や
特
定
地

域
型
保
育
事
業
に
お
い
て
、
子
ど
も
が

教
育
・
保
育
を
受
け
た
場
合
、
保
護
者

に
代
わ
り
施
設
お
よ
び
事
業
者
が
給
付

を
受
け
る
仕
組
み
と
な
り
、
当
該
施
設

お
よ
び
事
業
者
は
、
条
例
で
定
め
る
運

営
に
関
す
る
基
準
を
遵
守
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
条
例
で
定
め
る
基
準
に
つ

い
て
は
、
国
の
基
準
（
従
う
べ
き
基
準

／
参
酌
す
べ
き
基
準
）
を
踏
ま
え
て
制

定
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
基
本
的
に

は
、
国
の
基
準
ど
お
り
に
定
め
る
こ
と

と
し
ま
す
が
、
市
独
自
の
基
準
と
し
て

次
の
基
準
を
定
め
ま
す
。

①�

「
秩
父
市
暴
力
団
排
除
条
例
」
の
基

本
理
念
を
踏
ま
え
、
暴
力
団
排
除
に

関
す
る
規
定
を
設
け
ま
す
。
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こ
ど
も
課
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条例制定
（
仮
称
）
秩
父
市
放
課
後
児
童
健

全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に

関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
案
）

条
例
制
定
の
趣
旨

　

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
の
施

行
に
伴
い
、
国
が
政
省
令
で
定
め
る
基

準
を
踏
ま
え
、
秩
父
市
に
お
い
て
も
当

該
基
準
を
定
め
る
条
例
を
制
定
す
る
も

の
で
す
。

ポ
イ
ン
ト

　

新
制
度
で
は
、
職
員
の
資
格
や
職
員

数
、
集
団
の
規
模
お
よ
び
施
設
・
設
備

な
ど
に
つ
い
て
条
例
で
定
め
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
条
例
は
国
の
基

準
（
従
う
べ
き
基
準
／
参
酌
す
べ
き
基

準
）
を
踏
ま
え
て
制
定
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
基
本
的
に
は
、
国
の
基
準
ど

お
り
に
定
め
る
こ
と
と
し
ま
す
が
、
現

時
点
で
基
準
に
満
た

な
い
要
件
に
つ
い
て

は
一
定
の
期
間
経
過

措
置
を
設
け
て
、
国

の
基
準
を
満
た
す
よ

う
努
め
る
こ
と
と
し

ま
す
。
ま
た
、
市
独

自
の
基
準
と
し
て
次

の
基
準
を
定
め
ま
す
。

①�

「
秩
父
市
暴
力
団
排
除
条
例
」
の
基

本
理
念
を
踏
ま
え
、
暴
力
団
排
除
に

関
す
る
規
定
を
設
け
ま
す
。
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皆
さ
ん
の
ご
意
見
を

　
　
お
寄
せ
く
だ
さ
い

～
秩
父
市
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
手
続
き
～

花の木保育所

市報ちちぶは、町会の皆さんのご協力で配られています。市役所総合窓口、吉田・大滝・荒川総合支所、各公民館、秩父保健セ
ンター、スポーツ健康センター、文化体育センター、吉田生涯学習センター、地場産センター、市立病院でも配布しています。



3

計画策定

秩
父
市
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等

対
策
行
動
計
画
（
案
）

計
画
の
趣
旨

　

病
原
性
が
高
い
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
や
同
様
な
危
険
性
の
あ
る
新
感
染
症

が
発
生
し
た
場
合
に
、以
下
の
目
的
で
、

市
が
取
り
組
む
べ
き
対
策
を
定
め
ま
す
。

計
画
の
目
的

①�

感
染
拡
大
を
可
能
な
限
り
抑
制
し
、

市
民
の
生
命
お
よ
び
健
康
を
保
護
す

る
。

②�

市
民
生
活
お
よ
び
市
民
経
済
に
お
よ

ぼ
す
影
響
が
最
小
と
な
る
よ
う
に
す

る
。

計
画
の
概
要

　

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
の
基

本
方
針
と
発
生
段
階
を
定
め
、
①
実
施

体
制
、
②
情
報
提
供
・
共
有
、
③
ま
ん

延
防
止
に
関
す
る
措
置
、
④
住
民
に
対

す
る
予
防
接
種
の
実
施
、
⑤
医
療
、
⑥

生
活
環
境
の
保
全
そ
の
他
の
住
民
の
生

活
お
よ
び
地
域
経
済
の
安
定
に
関
す
る�

計画・条例を知るには…
公表期間
９月16日㈫～10月16日㈭
公表方法
・市Ｃへ記載
・歴史文化伝承館１階「情報提供
コーナー」、吉田・大滝・荒川総
合支所市民福祉課で閲覧
・秩父図書館、荒川図書館での閲覧
・各課窓口での閲覧
・市立病院での閲覧（「秩父市新型
インフルエンザ等対策行動計画
（案）」、「秩父市歯と口の健康づく
り条例（案）」のみ）
意見を提出するには…
意見募集期間
９月16日㈫～10月16日㈭
提出方法・提出先
・各課窓口、吉田・大滝・荒川総合
支所市民福祉課へ文書で提出
・各課へ・３で提出
・何でも投書箱へ投函

措
置
に
つ
い
て
、
発
生
段
階
に
応
じ
た

対
策
を
定
め
て
い
ま
す
。

１
秩
父
保
健
セ
ン
タ
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条例制定

秩
父
市

歯
と
口
の
健
康
づ
く
り
条
例（
案
）

条
例
の
趣
旨
・
目
的

　

歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
法

律
に
基
づ
き
、
市
民
の
「
生
涯
に
わ
た

る
健
康
で
質
の
高
い
生
活
の
確
保
」
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
指
し
ま
す
。

条
例
の
概
要

①�

市
が
行
う
施
策
の
基
本
理
念
を
定
め

る
。

②�
市
・
歯
科
医
療
等
業
務
従
事
者
・
事
業

者
・
市
民
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
。

③�

施
策
基
本
事
項
を
定
め
、
総
合
的
・

計
画
的
に
推
進
す
る
。

１
秩
父
保
健
セ
ン
タ
ー
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意見を提出するには…

水道料金の改定（案）
についての

パブリックコメント結果概要

　「秩父市水道料金改定（案）」につい
て、６月16日㈪から７月16日㈬まで、
秩父市パブリックコメント手続きによ
り市民の皆さんからご意見を募集しま
した。その結果について、概要を報告
します。いただいたご意見は、今後、
事業を進めていく中で参考とさせてい
ただきます。
　また、いただいたご意見の概要とご
意見に対する市の考え方は、市Ｃに掲
載しています。
●意見の募集結果
意見提出者　６人
意見件数　13件
１水道部業務課☎２５－５２２１
　（お客様サービスセンター経由）
２３－６４４４

●このようなご意見をいただきました
※趣旨のみ抜粋、件数の記載がないものは１件

基本方針に関すること（５件）
・料金改定の趣旨は理解でき、将来的な見解から料金改定はや
むを得ない
・美味しく安全な水を安定的に継続して使用するために、水道
料金の改定に賛成である
・老朽化が進んでいるのは水道のメンテナンスを怠ってきた行
政の怠慢である（２件）
・市役所再建費用を水道のインフラに使えないのか
料金に関すること（３件）
・町内レベルでの水道料金改正を検討
・中小零細企業に対して、優遇措置を検討
・基本料金の負担を増やす方針には反対
施設更新計画に関すること（３件）
・急速ろ過方式の浄水場は過大であり、必要ない（２件）
・災害に強い施設づくりのために、自然の湧水や井戸水の利用
や森林保全による自然の浄水機能を高めることを検討
現状の改善（１件）

・冬になると、自宅の水道が息切れをする

新たな施策（１件）
・自然エネルギーを活用し、給水水温を上げて、凍結防止や家
庭の燃料費削減をする


